個人情報保護について契約書に記載すべき条項
○契約書を作成する場合は以下の条文を入れてください。

（個人情報の保護）
第○○条　乙は、この契約による事務を処理するため個人情報（個人番号、特定個人情報、長浜市死者の情報の取扱いに関する条例（令和５年長浜市条例第25号）第２条第２号に規定する死者情報及び同条第５号に規定する特定死者情報を含む。別記「個人情報取扱特記事項」第２０条を除き、以下同じ。）を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。）、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）、長浜市死者の情報の取扱いに関する条例及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
（秘密の保持）

第○○条　乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

２　乙は、成果品（調査結果　等）を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
